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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第87期
第３四半期
連結累計期間

第88期
第３四半期
連結累計期間

第87期
第３四半期
連結会計期間

第88期
第３四半期
連結会計期間

第87期

会計期間

自　平成21年
4月１日

至　平成21年
12月31日

自　平成22年
4月１日

至　平成22年
12月31日

自　平成21年
10月１日

至　平成21年
12月31日

自　平成22年
10月１日

至　平成22年
12月31日

自　平成21年
4月１日

至　平成22年
3月31日

売上高（千円） 52,568,91658,767,67620,978,29320,071,06572,854,260

経常利益（千円） 1,250,2052,148,6371,489,080603,5352,364,346

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
1,970,4661,810,0021,316,246△112,0042,707,806

純資産額（千円） － － 43,486,95944,757,18344,298,173

総資産額（千円） － － 73,140,32273,876,04774,165,441

１株当たり純資産額（円） － － 653.19 671.34 665.08

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

31.39 28.84 20.97 △1.78 43.14

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 56.1 57.0 56.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
5,298,7855,221,858 － － 7,653,892

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△674,442△2,060,394 － － △996,505

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△511,749△815,741 － － △982,569

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 9,617,05413,430,53311,237,850

従業員数（人） － － 4,097 4,162 4,126

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第88期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。また、第88期第３四半期連結累計期間、

第87期第３四半期連結累計（会計）期間及び第87期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金

額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

　

２【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

 

３【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。　
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４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 4,162(646)

（注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時雇用者数（嘱託契約の従業員、パートタイマー、期間従業員、派遣社員を含む。）

は、当第３四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 1,556　（120)

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用

者数（嘱託契約の従業員、パートタイマー、期間従業員、派遣社員を含む。）は、当第３四半期会計期間の平均

人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。　

セグメントの名称
 当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
　　至　平成22年12月31日）

前年同四半期比（％）　

日本（千円） 13,228,695 －

北米（千円） 1,925,397 －

中国（千円） 579,227 －

アジア（千円） 1,617,603 －

合計（千円） 17,350,923 －

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

当社グループ（当社及び連結子会社）は、トヨタ自動車株式会社をはじめとして、各納入先より四半期毎及び翌

月の生産計画の提示を受け、当社グループの生産能力を勘案して生産計画をたて生産しております。このため受注

状況の記載を省略しております。
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(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。　

セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
　　至　平成22年12月31日）

前年同四半期比（％）　

日本（千円） 16,064,509 －

北米（千円） 1,850,718 －

中国（千円） 591,747 －

アジア（千円） 1,564,089 －

合計（千円） 20,071,065 －

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

３．前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売

実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

トヨタ自動車(株) 6,819,451 32.5 6,123,950 30.5

 

２【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、前事

業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。　

　

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国を中心としたアジア向け輸出の増加や内外の在庫調整の進

展などから緩やかな回復傾向となっておりますが、厳しい雇用環境や設備投資の減少などは改善されておらず、また、

不安定な為替環境も影響するなど先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの関係する自動車業界におきましては、国内は秋以降エコカー補助金の終了により新車販売台数は落

ち込みを見せており、生産台数は前年同期に比べ減少いたしました。海外では、中国・タイなど新興国において景気拡

大による増産が継続し、生産台数は増加いたしました。

このような状況の中で、売上高につきましては、２００億７千１百万円（前年同四半期比４．３％減）となりまし

た。損益の状況につきましては、前連結会計年度からより一層の原価低減活動を継続してまいりましたが、営業利益は

５億９千９百万円（同５５．０％減）、経常利益は６億３百万円（同５９．５％減）となりました。また、北米子会社

において固定資産の減損損失を計上したことにより、１億１千２百万円の四半期純損失（前年同四半期は１３億１千

６百万円の四半期純利益）となりました。
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セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、売上高はセグメント間の売上高を含んでおります。

［日本］

エコカー補助金の終了により自動車生産台数が減少したことなどから、売上高は１７２億２千２百万円、営業利益

は８億７千９百万円となりました。

［北米］

経済政策の効果などにより自動車生産台数は堅調に推移したものの、為替の影響などから、売上高は１８億８千５

百万円、営業損益は３千５百万円の損失となりました。

［中国］

経済成長により自動車生産台数が堅調に推移した結果、売上高は７億８千７百万円、営業利益は５千２百万円とな

りました。

［アジア］

経済成長により自動車生産台数が堅調に推移した結果、売上高は１９億６千４百万円、営業利益は１億４千８百万

円となりました。

 

（２）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は１３４億３千万円となり、

第２四半期連結会計期間末に比べ、１７億７千６百万円の増加となりました。

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。　 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は２６億６千４百万円（前年同四半期比２５．０％減）となりました。これは主に、仕

入債務の増加額２０億３千１百万円、減価償却費８億９千３百万円、減損損失７億６千１百万円などの資金の増加と、

退職給付引当金の減少額１０億９千６百万円、売上債権の増加額８億７千３百万円などの資金の減少によるものであ

ります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は５億２千万円（前年同四半期比２６７．５％増）となりました。これは主に、有形

固定資産の取得による支出５億１千３百万円などによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は２億７千９百万円（前年同四半期比３７．６％減）となりました。これは主に、配

当金の支払額３億１千１百万円などによるものであります。 

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、７千３百万円（前年同四半期比４１．

６％増）であります。

なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。

会社名
事業所名

所在地
セグメ
ントの
名称

設備の内容
投資予定金額 資金

調達
方法

着手及び完了予
定年月 完成後

の増加
能力

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

P.T.CHUHATSU

INDONESIA

新工場

（名称未定）

インドネシ

ア共和国

（西ジャワ

州カラワン

県）

アジア

土地、建

物、生産

設備

913 100
自己

資金

平成22

年11月

平成27

年中

生産能

力100％

増加
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年２月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 63,855,994 63,855,994

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第一部

単元株式数

1,000株

計 63,855,994 63,855,994 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成23年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成18年６月28日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 139

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 139,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 615

新株予約権の行使期間
自　平成20年８月１日

至　平成24年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

615

（注）１

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうち資本に組み入れる額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切

り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等

増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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２．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、新株予約権の行使時においても、当

社取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役のいずれかの地位にあることを要する。

(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者が、当社取締役もしくは使用人または当社子会社の取締役の全ての地位を

任期満了もしくは辞任による退任、定年による退職または転籍により喪失したときは、当該喪失の日の後一

年間に限り権利行使することができる。ただし、上記以外の原因により、その地位を喪失したときは、新株予

約権者は、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。

(3) 新株予約権の相続はこれを認めない。

(4) その他の新株予約権の行使の条件については、平成18年6月28日開催の当社定時株主総会および平成18年7月

28日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める

ところによる。

平成19年６月25日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 166

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 166,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 552

新株予約権の行使期間
自　平成21年８月１日

至　平成25年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

552

（注）１

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 

（注）１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうち資本に組み入れる額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切

り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等

増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

２．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、新株予約権の行使時においても、当

社取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役のいずれかの地位にあることを要する。

(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者が、当社取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役の全ての地位を

任期満了もしくは辞任による退任、定年による退職または転籍により喪失したときは、当該喪失の日の後一

年間に限り権利行使することができる。ただし、上記以外の原因により、その地位を喪失したときは、新株予

約権者は、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。

(3) 新株予約権の相続はこれを認めない。

(4) その他の新株予約権の行使の条件については、平成19年6月25日開催の当社定時株主総会および平成19年7月

27日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める

ところによる。
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平成20年６月25日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 188

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 188,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 397

新株予約権の行使期間
自　平成22年８月１日

至　平成26年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

397

（注）１

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 

（注）１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうち資本に組み入れる額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切

り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等

増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

２．新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、新株予約権の行使時においても、当

社取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役のいずれかの地位にあることを要する。

(2) 上記(1)に拘わらず、新株予約権者が、当社取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役の全ての地位を

任期満了もしくは辞任による退任、定年による退職または転籍により喪失したときは、当該喪失の日の後一

年間に限り権利行使することができる。ただし、上記以外の原因により、その地位を喪失したときは、新株予

約権者は、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。

(3) 新株予約権の相続はこれを認めない。

(4) その他の新株予約権の行使の条件については、平成20年6月25日開催の当社定時株主総会および平成20年7月

31日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定める

ところによる。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年10月１日～

平成22年12月31日
－ 63,855,994 － 10,837,208 － 11,128,923
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（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。 

 

（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成22年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

①【発行済株式】 

 平成22年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 －　 － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）  普通株式   1,094,000 － －

完全議決権株式（その他）  普通株式  61,923,000 61,923 －

単元未満株式  普通株式     838,994 － －

発行済株式総数            63,855,994 － －

総株主の議決権 － 61,923 －

（注）「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。　

 

②【自己株式等】

 平成22年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

中央発條株式会社
名古屋市緑区鳴海町

字上汐田68番地
1,094,000－ 1,094,000 1.71

計 － 1,094,000－ 1,094,000 1.71

（注）当第３四半期会計期間末現在の自己株式数は1,102,000株であります。

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 426 393 332 346 336 322 311 306 323

最低（円） 342 315 296 302 300 288 261 257 303

（注）最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

 

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

 取締役 ＢＲリール事業強化推進室 室長  取締役  ＡＤ推進部 部長 脇田　将見  平成23年1月17日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平

成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査

法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,472,332 11,289,166

受取手形及び売掛金 ※
 15,780,563 15,775,421

商品及び製品 1,977,034 2,282,841

仕掛品 1,468,431 1,458,858

原材料及び貯蔵品 2,932,937 3,044,165

繰延税金資産 893,710 894,536

未収入金 276,260 314,132

その他 555,545 462,300

貸倒引当金 △43,554 △43,784

流動資産合計 37,313,261 35,477,638

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 24,495,621 24,795,015

減価償却累計額 △17,578,840 △17,125,635

建物及び構築物（純額） 6,916,780 7,669,380

機械装置及び運搬具 48,915,739 48,930,287

減価償却累計額 △41,316,320 △40,064,926

機械装置及び運搬具（純額） 7,599,418 8,865,361

土地 8,687,188 8,487,396

建設仮勘定 1,139,147 691,659

その他 7,893,681 7,935,557

減価償却累計額 △7,274,841 △7,218,100

その他（純額） 618,840 717,457

有形固定資産合計 24,961,375 26,431,255

無形固定資産

のれん 34,866 50,579

その他 148,806 143,251

無形固定資産合計 183,672 193,830

投資その他の資産

投資有価証券 9,483,977 10,400,969

関係会社出資金 286,024 300,452

長期前払費用 139,511 154,764

繰延税金資産 543,958 115,359

前払年金費用 697,584 811,736

その他 329,838 371,172

投資損失引当金 △1,777 △1,777

貸倒引当金 △61,379 △89,960

投資その他の資産合計 11,417,738 12,062,717

固定資産合計 36,562,786 38,687,803

資産合計 73,876,047 74,165,441
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※
 13,574,139 12,551,929

短期借入金 706,067 846,988

未払金 753,540 851,142

未払費用 1,771,990 1,527,864

未払法人税等 205,494 208,179

繰延税金負債 － 36

賞与引当金 801,971 1,464,728

役員賞与引当金 73,461 93,055

製品保証引当金 35,584 46,922

返品調整引当金 101,474 －

その他 ※
 975,255 806,669

流動負債合計 18,998,979 18,397,517

固定負債

長期借入金 4,070,560 3,964,200

繰延税金負債 3,375,868 4,340,363

退職給付引当金 1,439,994 2,529,519

役員退職慰労引当金 268,497 289,677

資産除去債務 104,529 －

その他 860,435 345,989

固定負債合計 10,119,884 11,469,750

負債合計 29,118,864 29,867,267

純資産の部

株主資本

資本金 10,837,208 10,837,208

資本剰余金 11,128,923 11,128,923

利益剰余金 17,865,453 16,747,951

自己株式 △535,668 △531,351

株主資本合計 39,295,917 38,182,732

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,492,360 5,051,821

繰延ヘッジ損益 － △1,447

海外子会社の土地再評価差額金 250,420 250,420

為替換算調整勘定 △1,909,873 △1,738,385

評価・換算差額等合計 2,832,908 3,562,409

新株予約権 30,665 34,619

少数株主持分 2,597,692 2,518,412

純資産合計 44,757,183 44,298,173

負債純資産合計 73,876,047 74,165,441
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 52,568,916 58,767,676

売上原価 45,684,811 50,184,782

売上総利益 6,884,104 8,582,893

返品調整引当金繰入額 145,953 101,474

差引売上総利益 6,738,151 8,481,419

販売費及び一般管理費 ※
 5,712,370

※
 6,190,997

営業利益 1,025,780 2,290,421

営業外収益

受取利息 8,752 15,997

受取配当金 151,885 171,725

持分法による投資利益 － 28,220

助成金収入 259,084 －

その他 66,260 110,592

営業外収益合計 485,982 326,535

営業外費用

支払利息 67,267 48,206

持分法による投資損失 6,326 －

為替差損 114,970 371,370

固定資産除売却損 47,351 －

その他 25,643 48,742

営業外費用合計 261,558 468,319

経常利益 1,250,205 2,148,637

特別利益

賞与引当金戻入額 107,950 －

退職給付制度改定益 － 236,438

その他 74,011 69,318

特別利益合計 181,962 305,757

特別損失

前期損益修正損 30,678 －

投資有価証券評価損 2,766 －

減損損失 － 761,920

その他 67 177,199

特別損失合計 33,512 939,119

税金等調整前四半期純利益 1,398,655 1,515,274

法人税、住民税及び事業税 208,408 388,949

法人税等調整額 △869,150 △841,923

法人税等合計 △660,741 △452,973

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,968,248

少数株主利益 88,930 158,245

四半期純利益 1,970,466 1,810,002
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 20,978,293 20,071,065

売上原価 17,516,715 17,286,947

売上総利益 3,461,577 2,784,117

返品調整引当金繰入額 145,953 101,474

差引売上総利益 3,315,624 2,682,643

販売費及び一般管理費 ※
 1,983,839

※
 2,083,501

営業利益 1,331,784 599,142

営業外収益

受取利息 4,160 5,038

受取配当金 57,690 71,413

受取保険金 504 －

持分法による投資利益 12,004 6,478

為替差益 85,842 －

助成金収入 － 35,514

その他 36,564 14,723

営業外収益合計 196,767 133,167

営業外費用

支払利息 14,451 14,528

為替差損 － 92,522

固定資産除売却損 17,314 －

その他 7,705 21,724

営業外費用合計 39,472 128,774

経常利益 1,489,080 603,535

特別利益

投資有価証券売却益 5,165 －

退職給付制度改定益 － 236,438

その他 1,638 29,586

特別利益合計 6,803 266,025

特別損失

前期損益修正損 18,883 －

減損損失 － 760,162

その他 17 70,580

特別損失合計 18,901 830,743

税金等調整前四半期純利益 1,476,983 38,817

法人税、住民税及び事業税 167,095 △15,511

法人税等調整額 △104,118 86,188

法人税等合計 62,977 70,676

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △31,859

少数株主利益 97,759 80,144

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,316,246 △112,004
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,398,655 1,515,274

減価償却費 2,919,119 2,605,847

減損損失 － 761,920

のれん償却額 13,115 15,713

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,975 △25,727

賞与引当金の増減額（△は減少） △454,304 △662,620

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,386 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △98,148 －

返品調整引当金の増減額（△は減少） 145,953 101,474

退職給付引当金の増減額（△は減少） △184,575 △1,074,197

前払年金費用の増減額（△は増加） 227,236 114,152

受取利息及び受取配当金 △160,637 △187,722

助成金収入 △259,084 －

支払利息 67,267 48,206

持分法による投資損益（△は益） 6,326 △28,220

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 92,725

売上債権の増減額（△は増加） △3,809,307 △149,402

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,057,870 259,181

その他の流動資産の増減額（△は増加） 322,334 △72,987

仕入債務の増減額（△は減少） 3,512,325 1,205,346

その他の流動負債の増減額（△は減少） 37,993 397,241

その他 288,113 494,177

小計 5,026,841 5,410,382

利息及び配当金の受取額 198,626 205,623

利息の支払額 △55,820 △40,543

助成金の受取額 259,084 －

法人税等の支払額 △129,946 △353,603

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,298,785 5,221,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △30,012 △20,484

定期預金の払戻による収入 30,000 30,000

有形固定資産の取得による支出 △720,741 △2,053,229

有形固定資産の売却による収入 8,347 16,303

無形固定資産の取得による支出 △5,051 △33,555

投資有価証券の取得による支出 △2,807 －

投資有価証券の売却による収入 8,828 －

貸付けによる支出 △26,400 △40,075

貸付金の回収による収入 39,294 36,418

その他 24,100 4,228

投資活動によるキャッシュ・フロー △674,442 △2,060,394
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 85,017 84,381

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △162,663 △239,007

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △172,686 △154,120

自己株式の取得による支出 △3,152 △4,317

配当金の支払額 △251,098 △687,808

少数株主からの払込みによる収入 － 48,055

少数株主への配当金の支払額 △7,165 △62,925

財務活動によるキャッシュ・フロー △511,749 △815,741

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,358 △153,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,098,234 2,192,683

現金及び現金同等物の期首残高 5,518,819 11,237,850

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 9,617,054

※
 13,430,533
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１．会計処理基準に関する

事項の変更

（１）資産除去債務に関する会計基準の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ2,145千

円、税金等調整前四半期純利益は94,871千円減少しております。また、当会計基準等の

適用開始による資産除去債務の変動額は102,765千円であります。

（２）「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面

の取扱い」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　

平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取

扱い」（実務対応報告第24号　平成20年３月10日）を適用し、連結決算上必要な修正

を行っております。

　これによる当第３四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。
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【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

１．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、

当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

２．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「助成金収入」（当第３四半期連結累計期間は

58,472千円）は、営業外収益総額の100分の20以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示することと

しました。

３．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「固定資産除売却損」（当第３四半期連結累計期

間は31,278千円）は、営業外費用総額の100分の20以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示するこ

ととしました。

４．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「賞与引当金戻入額」（当第３四半期連結累計期

間は3,728千円）は、特別利益総額の100分の20以下となったため、特別利益の「その他」に含めて表示することとし

ました。

５．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「投資有価証券評価損」（当第３四半期連結累計

期間は1,019千円）は、特別損失総額の100分の20以下となったため、特別損失の「その他」に含めて表示することと

しました。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員

賞与引当金の増減額（△は減少）」（当第３四半期連結累計期間は△19,593千円）は、金額的重要性が乏しいため、

「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示することとしました。

２．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員

退職慰労引当金の増減額（△は減少）」（当第３四半期連結累計期間は△21,180千円）は、金額的重要性が乏しい

ため、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示することとしました。

３．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成

金の受取額」（当第３四半期連結累計期間は58,472千円）は、金額的重要性が低下したため、「営業活動による

キャッシュ・フロー」の「税金等調整前四半期純利益」に含めて表示することとしました。それに伴い、前第３四半

期連結累計期間において区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「助成金収入」（当第

３四半期連結累計期間は△58,472千円）を、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「税金等調整前四半期純利

益」に含めて表示しております。

４．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資

有価証券の取得による支出」（当第３四半期連結累計期間は△13,364千円）は、金額的重要性が乏しいため、「投資

活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示することとしました。

５．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資

有価証券の売却による収入」（当第３四半期連結累計期間は1,259千円）は、金額的重要性が乏しいため、「投資活

動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示することとしました。
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

１．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、

当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

２．前第３四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました「受取保険金」（当第３四半期連結会計期間は46

千円）は、金額的重要性が乏しいため、営業外収益の「その他」に含めて表示することとしました。

３．前第３四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「助成金収入」は、営

業外収益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第３

四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「助成金収入」は25,909千円であります。

４．前第３四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました「固定資産除売却損」（当第３四半期連結会計期

間は17,552千円）は、営業外費用総額の100分の20以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示するこ

ととしました。

　

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１．たな卸資産の評価方法 　当第３四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出については、実地たな卸を省略

し、第２四半期連結会計期間末に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算

定しております。

２．法人税等並びに繰延税金

資産及び繰延税金負債の算

定方法

　当第３四半期連結累計期間に係る法人税等の算定については、一部の連結子会社におい

て、加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する等の簡便的な方法によっており

ます。

　また、繰延税金資産の回収可能性については、一部の連結子会社において、前連結会計年

度末に使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに、前連結会計年度末からの

一時差異等の重要な変動を加味したものを使用する方法によっております。

　

【追加情報】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１．退職給付引当金 当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成22年10月１日に退職一時金制度の一部につ

いて確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業

会計基準適用指針第１号）を適用しております。

本移行に伴う影響額は、当第３四半期連結累計期間の特別利益（退職給付制度改定

益）として236,438千円計上されております。

２．連結納税制度の適用 当社及び当社の一部の国内子会社は、平成24年３月期より連結納税制度の適用を受け

ることにつき、承認申請を行いました。また、当第３四半期連結累計期間より「連結納税

制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その１）」（実務対応報告第

５号）及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その

２）」（実務対応報告第７号）に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を

行っております。

３．返品調整引当金の計上 一部の国内子会社において、季節商品であるタイヤチェーンの返品に備えるため、第３

四半期連結会計期間の売上高に対して過去の返品実績率に基づく将来の返品見込額を返

品調整引当金として計上しております。

当第３四半期連結会計期間末における計上額は101,474千円であります。

なお、タイヤチェーンの返品は当連結会計年度末までに完了するため、当引当金は当連

結会計年度末には全額を取り崩す予定です。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※　　当第３四半期連結会計期間末日の満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処理をしており

ます。

なお、当第３四半期連結会計期間末日は金融機関の

休日であったため、次の満期手形が当第３四半期連結

会計期間末日の残高に含まれております。

　受取手形 147,660千円

　支払手形 172,208 

　設備支払手形 26,495 
　

―――

 

なお、設備支払手形は流動負債の「その他」に含め

て表示しております。

　

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。　

※　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。　

　荷造発送費 1,225,900千円

　報酬・給与・手当 2,210,055 

　賞与引当金繰入額 146,081 

　役員賞与引当金繰入額 69,078 

　退職給付費用 40,830 

　役員退職慰労引当金繰入額 51,360 

　製品保証引当金繰入額 17,901 

　貸倒引当金繰入額 6,319 

　技術開発費 197,509 

　のれん償却額 13,115 

　荷造発送費 1,302,928千円

　報酬・給与・手当 2,293,576 

　賞与引当金繰入額 162,753 

　役員賞与引当金繰入額 73,461 

　退職給付費用 171,028 

　役員退職慰労引当金繰入額 44,598 

　製品保証引当金繰入額 14,918 

　技術開発費 216,697 

　のれん償却額 15,713 

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

※　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。　

※　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。　

　荷造発送費 455,605千円

　報酬・給与・手当 690,330 

　賞与引当金繰入額 146,081 

　役員賞与引当金繰入額 23,026 

　退職給付費用 20,233 

　役員退職慰労引当金繰入額 15,963 

　製品保証引当金繰入額 5,160 

　貸倒引当金繰入額 6,439 

　技術開発費 52,164 

　のれん償却額 4,371 

　荷造発送費 443,682千円

　報酬・給与・手当 669,573 

　賞与引当金繰入額 162,753 

　役員賞与引当金繰入額 24,487 

　退職給付費用 42,269 

　役員退職慰労引当金繰入額 13,993 

　製品保証引当金繰入額 3,738 

　貸倒引当金繰入額 680 

　技術開発費 73,888 

　のれん償却額 5,237 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※　　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※　　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年12月31日現在） （平成22年12月31日現在）

 （千円）

　現金及び預金勘定 9,658,329

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △41,275

　現金及び現金同等物 9,617,054

 

 （千円）

　現金及び預金勘定 13,472,332

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △41,798

　現金及び現金同等物 13,430,533

 

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平

成22年12月31日）

　１．発行済株式の種類及び総数

　　普通株式　　　　　　　　　63,855千株

 

　２．自己株式の種類及び株式数

　　普通株式　　　　　　　　　 1,102千株

 

　３．新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

　　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　親会社　30,665千円

 

　４．配当に関する事項

配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月25日

定時株主総会
普通株式  376,601 6平成22年３月31日平成22年６月28日利益剰余金

平成22年10月28日

取締役会
普通株式  313,807 5平成22年９月30日平成22年11月26日利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

当社グループは、製品の種類、性質、製造方法等の類似性から判断して、同種・同系列の自動車部品等を専ら

製造販売しておりますので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

 
日本
（千円）

北米
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 17,114,1181,991,3081,872,86520,978,293 － 20,978,293

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,402,50664,738658,8902,126,135(2,126,135)－

計 18,516,6252,056,0472,531,75623,104,429(2,126,135)20,978,293

営業利益 1,442,45975,692267,1601,785,312(453,527)1,331,784

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

 
日本
（千円）

北米
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 43,204,3384,748,2044,616,37352,568,916 － 52,568,916

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,353,38589,8591,567,4675,010,712(5,010,712)－

計 46,557,7234,838,0636,183,84157,579,628(5,010,712)52,568,916

営業利益又は営業損失（△） 2,053,400△92,607300,0882,260,882(1,235,101)1,025,780

　（注）１．国又は地域は、地理的隣接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米：米国

アジア：台湾、タイ、インドネシア、中国

 

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

 北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,993,089 2,062,570 24,695 4,080,355

Ⅱ　連結売上高（千円）             20,978,293

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
9.5 9.8 0.1 19.4

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

 北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 4,752,804 4,978,594 47,765 9,779,164

Ⅱ　連結売上高（千円）             52,568,916

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
9.0 9.5 0.1 18.6

　（注）１．国又は地域は、地理的隣接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米：米国、カナダ

アジア：台湾、タイ、インドネシア、インド、トルコ、中国

その他：イギリス、ドイツ、南アフリカ

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当第３四半期連結累計期間(自平成22年４月１日　至平成22年12月31日)及び当第３四半期連結会計期間

（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検証を行う対象となっている

ものであります。

当社グループは、主に自動車部品等を生産・販売しており、国内においては当社及び国内子会社が、海外

においては北米、中国、アジア（台湾、タイ、インドネシア）等の各地域を各海外子会社が、それぞれ担当

しております。各子会社の取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており

ます。

したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、

「日本」、「北米」、「中国」及び「アジア」の４つを報告セグメントとしております。各報告セグメント

では、自動車部品等のほか、住宅機器、電子機器及びその他の製品を生産・販売しております。　

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年12月31日）　 

（単位：千円）

　 日本 北米 中国 アジア 合計

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 46,266,3175,915,2191,846,2864,739,85258,767,676

セグメント間の内部売

上高又は振替高
3,372,430145,641600,7131,125,0155,243,800

計  49,638,7486,060,8602,447,0005,864,86864,011,476

セグメント利益又は損失

（△）
2,792,369△781 197,992601,4103,590,991

　

当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）

（単位：千円）

　 日本 北米 中国 アジア 合計

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 16,064,5091,850,718591,7471,564,08920,071,065

セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,158,06635,071 196,130400,3701,789,639

計 17,222,5751,885,790787,8771,964,46021,860,704

セグメント利益又は損失

（△）
879,785△35,130 52,871 148,8061,046,332
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　３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年12月31日）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 3,590,991

未実現利益の消去等 30,048

全社費用（注） △1,330,618

四半期連結損益計算書の営業利益 2,290,421

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に関わる費用であります。

　

当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 1,046,332

未実現利益の消去等 12,450

全社費用（注） △459,639

四半期連結損益計算書の営業利益 599,142

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に関わる費用であります。

　

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）

（固定資産に係る重要な減損損失）　

「北米」セグメントにおいて、子会社の固定資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連

結会計期間においては760,162千円であります。

　

（追加情報）

　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日）を適用しております。　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 671.34円 １株当たり純資産額 665.08円

 

　（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末　
　（平成22年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 44,757,183 44,298,173

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）　 2,628,357 2,553,031

（うち新株予約権）　 (30,665) (34,619)

（うち少数株主持分） (2,597,692) (2,518,412)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額　　（千

円）　
42,128,825 41,745,142

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末　　

　（期末）の普通株式の数（株）　
62,753,317 62,766,867

 

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 31.39円 １株当たり四半期純利益金額 28.84円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間
　（自　平成21年４月１日　　　　　
　　　　　　　　　
 　 至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
　（自　平成22年４月１日　　　　　
　　　　　　　　　
 　 至　平成22年12月31日）

四半期純利益（千円） 1,970,466 1,810,002

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 1,970,466 1,810,002

期中平均株式数（株） 62,775,604 62,761,469

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式で、前連結会計年度末から重要な変動があった

ものの概要

－ －
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 20.97円 １株当たり四半期純損失金額 1.78円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期連結会計期間
　（自　平成21年10月１日　　　　　
　　　　　　　　　
 　 至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
　（自　平成22年10月１日　　　　　
　　　　　　　　　
 　 至　平成22年12月31日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 1,316,246 △112,004

普通株主に帰属しない金額（千円）　  －  －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）　
1,316,246 △112,004

期中平均株式数（株）　 62,772,865 62,757,880

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式で、前連結会計年度末から重要な変動があった

ものの概要

－ －

　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

 

２【その他】

平成22年10月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額………………………313,807千円

（ロ）１株当たりの金額……………………………………５円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成22年11月26日

（注）平成22年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

  平成２２年２月９日

中央発條株式会社   

取締役会　御中   

 有限責任監査法人トーマツ 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 西松　真人　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 淺井　孝孔　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中央発條株式会

社の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２１年１０月１

日から平成２１年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２１年４月１日から平成２１年１２月３１日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中央発條株式会社及び連結子会社の平成２１年１２月３１日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

  平成２３年２月８日

中央発條株式会社   

取締役会　御中   

 有限責任監査法人トーマツ 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 西松　真人　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 淺井　孝孔　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中央発條株式会

社の平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２２年１０月１

日から平成２２年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２２年４月１日から平成２２年１２月３１日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中央発條株式会社及び連結子会社の平成２２年１２月３１日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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